
農
業
資
材
審
議
会
飼
料
分
科
会
に
お
け
る
部
会
の
設
置
に
つ
い
て
（
案
）

第
一
条

農
業
資
材
審
議
会
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
飼
料
分
科
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
会
を
置
き
、
こ
れ
ら

の
部
会
の
所
掌
事
務
は
、
飼
料
分
科
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名

称

所

掌

事

務

飼
料
安
全
部
会

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以

下
「
飼
料
安
全
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
五
条
第
三
項
、
第
二
十
三

条
、
第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
並
び
に
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
農

業
資
材
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
せ
ら
れ
た
事
項
（
遺
伝
子
組
換
え
飼

料
部
会
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
処
理
す
る
こ
と
。

遺
伝
子
組
換
え

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以

飼
料
部
会

下
「
飼
料
安
全
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
せ
ら
れ
た
事

項
（
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
応
用
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
処
理
す
る
こ

と
。

飼
料
栄
養
部
会

飼
料
安
全
法
第
二
十
六
条
第
六
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
せ

ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

第
二
条

飼
料
安
全
部
会
の
議
決
の
う
ち
、
飼
料
安
全
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
せ
ら
れ
た
事
項

の
処
理
に
関
す
る
議
決
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
又
は
規
格
を
改
正
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
飼
料
分
科
会
の
議
決
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
部
会
に
お
い
て
、
飼
料
分
科
会
に
お
け
る
審
議
が
必
要
と
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
三
条

飼
料
栄
養
部
会
の
議
決
は
、
飼
料
分
科
会
の
議
決
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
部
会
に
お
い
て
、
飼
料
分
科
会
に
お
け

る
審
議
が
必
要
と
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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